
 

令和３年度水質検査計画 
 

 

 

 

 

水質検査計画の内容 

 

１．基本方針 

２．水道事業の概要 

３．水道の原水及び浄水の水質状況 

４．検査地点 

５．水質検査項目と検査頻度 

６．検査方法 

７．臨時の水質検査 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

 

 

 

海陽町上下水道課 
 



 
 

海陽町では、水道水が水質基準に適合し、安全で良質な水を供給するために次の

方針により水質検査計画を定め、より安全で安定した水質管理に努めます。 

 

１）過去の水質検査結果、水源周辺の状況を総合的に検討します。 

２）水質検査基準項目については（平成１５年５月３０日厚生労働省令第１０１号））

に基づき実施します。過去の状況及び水道の規模等を考慮して合理的な検査回数

及び箇所数を設定します。 

３）臨時に行う水質検査の用件及び実施方法等も定めます。 

４）検査結果を利用者に公表し、必要に応じて検査計画を見直します。 

 

２．水道事業の概要 

 

 

海陽町では上水道９箇所を管理しています。各施設の概要は次のとおりです。 

 

１） 給水状況 

 

項  目 
海南上水道 

（吉野水源地） 

宍喰上水道 

（松本水源地） 

給水区域内人口 （人） ３，８６８ ２，１００ 

給水人口    （人） ３，８５７ ２，１００ 

給水区域内戸数 （戸） １，９１４ １，０４５ 

給水戸数    （戸） １，９０６ １，０４５ 

水道普及率   （％） ９９．７ １００ 

 

 

１．基本方針 

 



項  目 
上水道 

（神野地区） 

上水道 

（樫の瀬・桑

原地区） 

上水道 

（海部地区） 

上水道 

（吉田・櫛川・

中山地区） 

上水道 

（大井地

区） 

上水道 

（川西地区） 

上水道 

（中里地区） 

給水区域内人口

（人） 
９９ ６７ １，０９０ ２３１ ６３ ３６４ １５６ 

給 水 人 口   

（人） 
９９ ６７ １，０９０ １８０ ４７ ２２５ １５６ 

給水区域内戸数

（戸） 
４５ ３１ ５７２ １２４ ３３ １７８ ７９ 

給 水 戸 数   

（戸） 
４５ ３１ ５７２ ９５ ２４ １１５ ７９ 

水 道 普 及 率  

（％） 
１００ １００ １００ ７７．９ ７４．６ ６１．８ １００ 

 

 

 

２）水道施設の状況 

１．上水道吉野水源系 

 

吉野水源地の深井戸水を日量平均 2,004㎥取水し塩素滅菌した後、３個所の配水

池（吉野、浅川、鯖瀬）を経由して川東・浅川地区に給水しています。 

 

         

 

          

 

水源の名称 吉 野 水 源 

水源の種類 地  下  水 

水源地の所在地 海陽町吉野字前川原 

浄水処理方法 塩素滅菌 

浄水処理能力 3,900㎥／日 

配水池 ３池 

配水系統 川東・浅川・鯖瀬 



２．上水道松本水源系 

 

宍喰川沿いの浅井戸から日量平均 1，336 ㎥取水し、松本水源地で浄水処理した

後、宍喰地区に給水しています。また古目・板取中継所を経由して竹ヶ島・金目、那佐

地区に給水しています。 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．上水道（神野、樫ノ瀬・桑原地区） 

 

神野地区では神野水源地の浅井戸水を日量平均 77 ㎥取水し塩素滅菌した後、神

野配水池を経由して周辺地域に給水しています。 

樫ノ瀬・桑原地区では桑原水源地の浅井戸水を日量平均 28 ㎥取水し塩素滅菌し

た後、桑原配水池を経由して周辺地域に給水しています。 

 

水道名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 

上水道 

（神野地区） 

神野水源 地下水 塩素滅菌 

上水道 

（樫ノ瀬・桑原地区） 

桑原水源 地下水 塩素滅菌 

 

 

水源の名称 宍喰川水源 

水源の種類 浅井戸 

浄水場の所在地 海陽町久保 

浄水処理方法 塩素滅菌 

浄水処理能力 ３，３１５㎥／日 

配水池 ６池 

配水系統 ２系統 



 

４．上水道（海部、吉田・櫛川・中山、大井、川西地区） 

 

海部川及び母川の伏流水を取水し、塩素滅菌した後、各配水地を経由して各地区

に給水しています。 

 

水道名 水源の名称 水源の種類 浄水処理方法 

上水道 

（海部地区） 

海部川水源 地下水 塩素滅菌 

上水道 

（吉田・櫛川・中山地区） 

母川水源 地下水 塩素滅菌 

上水道 

（大井地区） 

海部川水源 地下水 塩素滅菌 

上水道 

（川西地区） 

海部川水源 地下水 塩素滅菌 

 

５．上水道（中里地区） 

 

宍喰川沿いの浅井戸から日量平均 64 ㎥取水し、塩素滅菌した後、角坂配水地を

経由して広岡・角坂・芥附・安井地区に給水しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源の名称 宍喰川水源 

水源の種類 浅井戸 

浄水場の所在地 海陽町角坂 

浄水処理方法 塩素滅菌 

浄水処理能力 ７４㎥／日 

配水池 １池 

配水系統 １系統 



 

３．水道の原水及び浄水の水質状況 

 

各水道は何れも海部川流域の地下水を水源とする良好な水質で適正な浄水処理を行っており、

水道水はこれまでの水質検査の結果から水質基準を十分満足する安全で良質な水であります。 

 

水道名 浄水の状況 水質管理上注目すべき項目 

上水道 

（海南上水道） 

（神野地区） 

（樫ノ瀬・桑原地区） 

基準項目水質検査の結果す

べて基準値を大きく下回って

いて良好 

 

 

各水道における水源は４地点あり、何れも海部川及び母川流域の地下水を水源としていて良質

な水質であります。 

各水源地では、原水の状況を踏まえ、適正な浄水処理を行っていて水道水はこれまでの水質検

査の結果から水質基準を十分満足するものであり安全で良質な水質であります。 

 

水道名 浄水の状況 水質管理上注目すべき項目 

上水道 

（海部地区） 

（吉田・櫛川・中山地区） 

（大井地区） 

（川西地区） 

基準項目水質検査の結果す

べて基準値を大きく下回って

いて良好 

 

 

各水道における水源は２地点あり、宍喰川の地下水を水源としていて良質な水質ですが、水質

の監視は十分行います。 

各水源地では、原水の状況を踏まえ、適正な浄水処理を行っていて水道水はこれまでの水質

検査の結果から水質基準を十分満足するものであり安全で良質な水質であります。 

 

水道名 浄水の状況 水質管理上注目すべき項目 

上水道 

（宍喰上水道） 

（中里地区） 

基準項目水質検査の結果す

べて基準値を大きく下回って

いて良好 

 

 



 

４．検査地点 

 

（１） 浄水調査 

水道法に基づく１日１回行う検査及び月１回・３ヶ月に１回・年１回の検査は、

各水道毎に 1 地点選定し、下記の地点で行います。 

 

水 道 名 １日１回検査地点 定期項目検査地点 

上水道（海南上水道） 海陽町役場海南庁舎 海陽町役場海南庁舎 

上水道（宍喰上水道） 海陽町役場宍喰庁舎 海陽町役場宍喰庁舎 

上水道（神野地区） 川上出張所 川上出張所 

上水道（樫ノ瀬・桑原地区） 個人宅散水栓 個人宅散水栓 

上水道（海部地区） 海部庁舎 旧水源地 

上水道（吉田・櫛川・中山地区） 平成館 平成館 

上水道（大井地区） 大井コミﾕニティセンタ－ 大井水源地 

上水道（川西地区） 給食センタ－・海部西保育所 消防屯所（第４分団１班） 

上水道（中里地区） 中里農耕センター 中里農耕センター 

 

（２）原水調査 

    年に１回各水源地の取水地点又は水源地にて原水全項目（３９項目）検査を実施

します。また、クリプト指標菌検査についても検査を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．水質検査項目と検査頻度 

 

（１） １日１回検査項目（給水栓での検査） 

水道法に定められた色、濁り、残留塩素の検査を１日１回行います。 

 

（２） 定期検査項目（給水栓での検査） 

① 月１回の検査項目 

水質基準項目のうち、次の９項目及び残留塩素について月１回の検査を行います。 

一般細菌、大腸菌、塩化物ｲｵﾝ、有機物(TOC)、ｐＨ値、味、臭気、色度、濁度 

 

② 年４回の検査項目（概ね３ヶ月に１回実施する項目） 

水質基準項目のうち、次の１２項目について概ね３ヶ月に１回検査を行います。 

（消毒剤、消毒副生生物） 

ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ、塩素酸、ｸﾛﾛ酢酸、ｸﾛﾛﾎﾙﾑ、ｼﾞｸﾛﾛ酢酸、ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ、

臭素酸、総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ、ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸、ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 

（監視のための項目） 

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 

(新規項目) 

亜硝酸態窒素 

③ 年１回の検査項目 

   水質基準項目のうち、上記以外の項目（２６項目）については、過去の水質検

査の結果から問題はないと判断できるが、念のため年１回実施します。 

 

（３）原水水質検査（取水地点又は水源地） 

基準項目のうち消毒剤、消毒副生成物１１項目及び味を除く３９項目及びｸﾘﾌﾟﾄｽ

ﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ対策として、原水においてｸﾘﾌﾟﾄ指標菌（大腸菌・嫌気性芽胞菌）検査を年

１回すべての水源で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 



 

（４）水質管理目標設定項目 

将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する見地から、水源である海部川

水系の水質監視のため原水(15 項目)及び浄水(17 項目)で年１回の検査を行います。 

原水・浄水 

ｱﾝﾁﾓﾝ、ｳﾗﾝ、ﾆｯｹﾙ、1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ、1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、ﾄﾙｴﾝ、ﾌﾀﾙ酸ジ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)、 

遊離炭酸、1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ、ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ、従属栄養細菌、PFOS・PFOA、 

有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)、臭気強度(TON)、腐食性(ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数) 

 

浄水のみ 

ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ、抱水ｸﾛﾗｰﾙ 

 

次の項目は全項目にて実施します 

硬度(Ｃａ,Ｍｇ)、ﾏﾝｶﾞﾝ、濁度、ｐH 値、蒸発残留物、ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 

 

※ 上水道(吉野、松本水源系)の水源及び給水栓において実施します。 

 

 

６．検査方法 

 

1 日 1 回の検査については、関係職員にて実施します。 

月 1 回検査及び年 1 回検査については、採水及び水質検査、成績書の発行までの業務を

水道法２０条第３項による厚生労働大臣登録機関に委託して行います。 

委託先の選定については、検査精度と信頼性を重視します。 

１）水道水質検査においては、その精度と信頼性の保障は極めて重要です。このため日本水

道協会は ISO９０００に準じた水道版 GLP（優良試験所基準）を定めております。したがって

その考え方を取り入れた体制の検査機関とします。 

２）水道水質基準項目において、すべての項目が自社分析できる検査機関とします。 

３）臨時の水質検査において、迅速な対応のとれる検査機関とします。 

 

 

 

 

 

 



 

７．臨時の水質検査 

 

水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行

い、水質異常が終息し、給水栓の安全性が確認されるまで行います。 

１）水源の水質が著しく悪化したとき 

２）水源に異常があったとき 

３）水源付近、供給点周辺等において消化器系感染症が流行しているとき 

４）浄水過程、配水過程に異常があったとき 

５）配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染された恐れがあるとき 

６）その他特に必要があると認められるとき 

 

 

 

 

８．水質検査計画及び検査結果の公表 

 

水質検査計画は毎事業年度開始前に作成し、ＨＰ等で公表します。過去の検査結果を検討すると

ともにお客様のご意見等を取り入れながら次年度以降重点的に実施する検査項目又は省略可能

な項目及び採水地点、検査頻度について見直しをします。 

水質検査結果については、評価とともに速やかにＨＰ等で公表します。 

 

 

 ご意見 お客様 

 

 公表 

 

   見直し 

 

 公表 

 

水道事業者 

水質検査計画の策定 

水質検査の実施 

(委託) 

検査の評価(結果) 



海陽町上水道

浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水 浄水 原水
1 一般細菌 100個／mL以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
2 大腸菌 不検出 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下 9地点 9地点
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下 9地点 9地点
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下 9地点 9地点
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下 9地点 9地点
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下 9地点 9地点
8 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 0.05mg/L以下 9地点 9地点
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
10 ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ 0.01mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下 9地点 9地点
13 ホウ素及びその化合物 1mg/L以下 9地点 9地点
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下 9地点 9地点
15 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L以下 9地点 9地点

16
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

0.04mg/L以下 9地点 9地点

17 ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.02mg/L以下 9地点 9地点
18 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 9地点 9地点
19 ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L以下 9地点 9地点
20 ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 0.01mg/L以下 9地点 9地点
21 塩素酸 0.6mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
22 ｸﾛﾛ酢酸 0.02mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
23 ｸﾛﾛﾎﾙﾑ 0.06mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
24 ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
25 ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
26 臭素酸 0.01mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
27 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ 0.1mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
28 ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 0.03mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
29 ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ 0.03mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
30 ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ 0.09mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
31 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ 0.08mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点
32 亜鉛及びその化合物 1mg/L以下 9地点 9地点
33 ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 0.2mg/L以下 9地点 9地点
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下 9地点 9地点
35 銅及びその化合物 1mg/L以下 9地点 9地点
36 ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 200mg/L以下 9地点 9地点
37 ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 0.05mg/L以下 9地点 9地点
38 塩化物ｲｵﾝ 200mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度） 300mg/L以下 9地点 9地点
40 蒸発残留物 500mg/L以下 9地点 9地点
41 陰ｲｵﾝ界面活性剤 0.2mg/L以下 9地点 9地点
42 ｼﾞｪｵｽﾐﾝ 0.00001mg/L以下 9地点 9地点
43 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ 0.00001mg/L以下 9地点 9地点
44 非ｲｵﾝ界面活性剤 0.02mg/L以下 9地点 9地点
45 ﾌｪﾉｰﾙ類 0.005mg/L以下 9地点 9地点
46 有機物質（TOC) 3mg/L以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
47 ｐH値 5.8-8.6 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
48 味 異常でない 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
49 臭気 異常でない 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
50 色度 5度以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点
51 濁度 2度以下 不可 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点

残留塩素 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点 9地点

ｸﾘﾌﾟﾄ指標菌検査 9地点
管理目標設定項目 2地点 2地点

9月 10月 3月11月 12月 1月 2月

令和３年度水質検査計画
番
号

項目 基準値
検査の
省略

4月 5月 6月 7月 8月


